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老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
入
浴

施
設
、
４
月
に
再
開
予
定

informations for living              くらしの情報

し
尿
く
み
取
り
料
金
は
、
一

般
家
庭
の
世
帯
人
員
数
に
応
じ

た
料
金
制
度
は
３
月
で
終
了
し
、

４
月
か
ら
く
み
取
り
量
に
基
づ

く
料
金
制
度
に
な
り
ま
す
。

●
手
数
料
の
単
価　

１
リ
ッ
ト
ル

当
た
り
８
円
40
銭
（
税
込
み
）

●
変
更
届
な
ど
の
手
続

①
４
月
か
ら
、
料
金
は
毎
月
請

求
で
す
。
不
在
が
多
く
集
金

で
は
不
都
合
な
人
は
、
口
座

振
替
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

②
複
数
の
申
込
世
帯
で
１
つ
の

便
槽
を
利
用
し
て
い
る
と
こ

ろ
は
、
代
表
申
込
者
で
く
み

取
り
手
続
き
が
必
要
で
す
。

③
く
み
取
り
が
不
要
と
な
っ
た

場
合
は
終
了
届
、
代
表
申
込

者
が
代
わ
る
場
合
は
変
更
の

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
４
月
か
ら
減
免
手
続
き
は
不
要

入
院
や
長
期
出
張
な
ど
で
不
在

の
人
の
減
免
申
請
手
続
き
は
不

要
で
す
。

●
汲
取
済
通
知
書
の
確
認
と
活
用

く
み
取
り
車
両
の
電
子
計
量
機

器
で
正
確
な
く
み
取
り
量
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
ご
家
庭

の
利
用
状
況
を
考
え
て
、
無
駄

を
な
く
す
工
夫
に
役
立
て
て
く

し
尿
く
み
取
り
料
金
が

４
月
か
ら
量
目
制
に
変
更

３
月
の
市
議
会

審
査
日
程
（
予
定
）

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
つ
い

て
は
入
浴
施
設
を
残
す
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
現
在
、
業
務
再

開
の
た
め
に
、
危
険
箇
所
な
ど

の
改
修
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

再
開
時
期
は
、
本
年
４
月
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
に
は
大
変
ご
不
便
を

お
か
け
し
て
い
ま
す
。
再
開
ま

で
し
ば
ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

問
福
祉
課　

☎
63
・
１
４
０
６

３
月
は
ご
み
収
集
日
程
が

変
更
に
な
っ
て
い
ま
す

春分の日 3 月 20 日（火）

内容
燃えるごみ リサイクル

収集なし 通常どおり実施

該当
地区

火・金曜収集地区
万田中央、中央、桜山、

八幡、府本、清里
井手川地区ごみは次回収集日の

23 日（金）に出して
ください。

※ごみ・リサイクル年間カレンダーをご覧ください

問
リ
レ
ー
セ
ン
タ
ー
東
宮
内

　

☎
62
・
０
６
４
７

　

環
境
保
全
課
☎
63
・
１
３
７
０

３
月
の
市
議
会（
定
例
会
）は
、

次
の
日
程
で
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

●
５
日（
月
）　

本
会
議
［
開
会
／
市
長
施
政
方

針
演
説
／
提
案
理
由
説
明
］

●
６
日（
火
）～
９
日（
金
）

議
案
研
究

●
10
日（
土
）・
11
日（
日
）　

休
日

●
12
日（
月
）
～
14
日
（
水
）　

本
会
議［
質
疑
・
一
般
質
問
］

●
15
日（
木
）・
16
日（
金
）　

委
員
会

●
17
日（
土
）・
18
日（
日
）　

休
日     

●
19
日（
月
）　

事
務
整
理

●
20
日（
火
）　

休
日

●
21
日（
水
）　

事
務
整
理

●
22
日（
木
）　

本
会
議［
委
員
長

報
告
／
質
疑
・
討
論
・
表
決
／
閉

会
］

※
13
日（
火
）の
本
会
議
は
午
後

１
時
か
ら
の
予
定
。

問
議
会
事
務
局

　

☎
63
・
１
６
２
８

子
ど
も
手
当
の
申
請
は

３
月
30
日
ま
で

平
成
23
年
10
月
分
か
ら
の
子

ど
も
手
当
を
受
け
取
る
た
め
に

は
、
３
月
30
日
（
金
）
ま
で
に

子
ど
も
手
当
の
新
規
申
請
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
10
月
以

前
に
手
当
を
受
け
取
っ
て
い
た

人
も
含
め
、
対
象
の
子
ど
も
を

持
つ
人
は
全
て
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

期
限
ま
で
に
申
請
を
行
わ
な

か
っ
た
場
合
、
手
当
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

●
申
請
期
限　

３
月
30
日
（
金
）

●
申
請
方
法

窓
口
に
持
参
す
る
か
郵
送（
郵
送

の
場
合
、３
月
31
日
消
印
有
効
）

●
申
請
場
所

子
育
て
支
援
課
⑭
窓
口

問
子
育
て
支
援
課

☎
63
・
１
４
１
７

シ
ベ
リ
ア
強
制
抑
留
者
の
給

付
金
請
求
は
３
月
31
日
ま
で

シ
ベ
リ
ア
強
制
抑
留
者
に
、

特
別
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま

す
。
ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
人

は
、
ま
ず
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
請
求
受
付　

３
月
31
日
（
土
）

（
郵
送
の
場
合
消
印
有
効
）

●
対
象　

平
成
22
年
６
月
16
日
に

存
命
で
、
日
本
国
籍
を
有
す
る

人
（
同
日
以
降
に
亡
く
な
っ
た

人
は
相
続
人
）

●
受
付
時
間　

平
日
午
前
９
時
～

午
後
６
時
（
土
日
祝
日
は
休
み
）

た
だ
し
、
３
月
31
日
（
土
）
は

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金

☎
０
５
７
０
・

059
・

204

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

※
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は

☎
03
・
５
８
６
０
・
２
７
４
８

差
し
押
さ
え
不
動
産
を

公
売
し
ま
す

●
日
時　

3
月
27
日
（
火
）、

午
後
１
時
～
午
後
１
時
30
分
受
付

●
会
場　

市
役
所
２
階
入
札
室

● 

物
件

①
所
在
…
荒
尾
市
野
原
字
狐
谷

997
番
１

　

地
目
…
宅
地

　

地
積
…

350
・
82
㎡

②
所
在
…
荒
尾
市
野
原
字
狐
谷

997
番
７

　

地
目
…
宅
地

　

地
積
…

396
・
70
㎡

※
公
売
物
件
①
②
は
一
括
換
価

の
方
法
に
よ
り
公
売
し
ま
す
。

●
見
積
価
格（
最
低
入
札
価
格
）

　

531
万
円

●
公
売
保
証
金　

60
万
円

●
公
売
方
法　

一
般
競
争
入
札

●
持
参
品　

 

① 

公
売
保
証
金　

 

② 

印
鑑　

③ 

身
分
証
明
証
（
運

転
免
許
証
な
ど
）

※
法
人
や
代
理
人
が
入
札
す
る

場
合
は
、
他
に
も
書
類
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

※
公
売
財
産
の
詳
細
と
公
売
手

続
き
に
つ
い
て
は
、
収
納
課

と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧

で
き
ま
す
。
現
地
と
登
記
簿

な
ど
を
必
ず
確
認
し
て
入
札

し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
売
開
始
ま
で
に
滞
納
に
係

る
徴
収
金
が
完
納
さ
れ
た
場

合
は
、
公
売
を
中
止
し
ま
す
。

ま
た
、
公
売
代
金
納
付
期
限

ま
で
に
滞
納
に
係
る
徴
収
金

が
完
納
さ
れ
た
場
合
は
、
売

却
決
定
が
中
止
さ
れ
ま
す
。

問
収
納
課　

☎
63
・
１
３
６
２

有
害
鳥
獣
一
斉
駆
除
を

実
施
し
ま
す

野
生
鳥
獣
に
よ
る
野
菜
・
果

樹
な
ど
の
農
作
物
の
被
害
を
防

止
す
る
た
め
、
猟
友
会
荒
尾
支

部
の
会
員
が
、
カ
ラ
ス
、
ド
バ

ト
な
ど
の
一
斉
駆
除
を
実
施
し

ま
す
。

ハ
ト
を
飼
育
し
て
い
る
人
は
、

期
間
中
ハ
ト
を
外
に
出
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
。

●
駆
除
期
間　

３
月
16
日
（
金
）
～
31
日
（
土
）

※
日
曜
・
祝
日
を
含
む

●
駆
除
区
域　

市
内
全
域
（
住
宅

密
集
地
、
公
共
施
設
や
危
険
箇

所
を
除
き
ま
す
）

●
駆
除
方
法　

猟
銃

問
農
林
水
産
課

☎
63
・
１
４
４
３

だ
さ
い
。

問
環
境
保
全
課

☎
63
・
１
３
７
０

森
林
の
所
有
者
届
出
制
度

４
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

昨
年
４
月
に
森
林
法
が
改
正

さ
れ
、
平
成
24
年
４
月
以
降
に

森
林
の
土
地
の
所
有
者
と
な
っ

た
人
は
、
市
町
村
長
へ
の
事
後

届
出
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

●
対
象
者　

個
人
・
法
人
を
問
わ

ず
売
買
や
相
続
な
ど
で
森
林
の

土
地
を
新
た
に
取
得
し
た
人
は
、

面
積
に
関
わ
ら
ず
届
出
が
必
要

で
す
。（
国
土
利
用
計
画
法
に
基

づ
く
土
地
売
買
契
約
の
届
出
を

提
出
し
て
い
る
人
を
除
く
）

●
届
出
期
間
と
届
出
先

　

土
地
の
所
有
者
と
な
っ
た
日

か
ら
90
日
以
内
に
、
取
得
し
た

土
地
の
あ
る
市
町
村
長
に
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
取
得
し
た
土
地
が

あ
る
市
町
村
の
林
務
担
当
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
農
林
水
産
課

☎
63
・
１
４
４
３

猫
に
つ
い
て
、
飼
い
主
の
管

理
や
マ
ナ
ー
不
足
に
対
す
る
投

猫
を
飼
っ
て
い
る
皆
さ
ん

に
お
願
い

書
や
、
野
良
猫
に
関
す
る
苦
情

が
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

飼
い
猫
は
、
隣
近
所
に
迷
惑

を
か
け
な
い
よ
う
に
室
内
で
飼

う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
野
良
猫
に
エ
サ
を
与

え
る
行
為
は
、
飼
い
主
と
み
な

さ
れ
ま
す
。
飼
い
主
と
し
て
の

責
任
と
自
覚
を
持
っ
て
猫
に
接

し
ま
し
ょ
う
。

問
環
境
保
全
課

☎
63
・
１
３
７
０

荒
尾
市
地
域
介
護
予
防
活

動
ガ
イ
ド
を
配
布
中

市
で
は
、
市
内
各
地
区
で
行

わ
れ
て
い
る
介
護
予
防
体
操
・

い
き
い
き
サ
ロ
ン
・
趣
味
の
活

動
な
ど
の
介
護
予
防
活
動
の
実

施
状
況
を
ま
と
め
た
「
荒
尾
市

地
域
介
護
予
防
活
動
ガ
イ
ド
」

を
配
布
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
や
そ
の
家
族
で
、
今

の
身
体
の
機
能
を
維
持
す
る
た

め
運
動
に
参
加
し
た
い
人
や
、

交
流
・
文
化
活
動
に
参
加
し
た

い
人
な
ど
、
自
宅
近
く
で
行
わ

れ
て
い
る
活
動
が
知
り
た
い
人

は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
設
置
場
所　

地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、
健
康
生
活
課
介
護
保

険
係
、
福
祉
課
福
祉
係

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　

☎
63
・
１
１
７
７

ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険
に

加
入
し
ま
し
ょ
う

平
成
24
年
度
の
ス
ポ
ー
ツ
安

全
保
険
の
加
入
受
付
を
３
月
か

ら
開
始
し
ま
す
。
万
一
の
け
が

に
備
え
て
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

●
加
入
資
格

団
体
活
動
を
行
う
５
人
以
上

●
補
償
内
容

団
体
で
活
動
中
や
団
体
活
動
へ

の
往
復
中
の
事
故
を
補
償

●
保
険
の
内
容

傷
害
保
険
・
賠
償
責
任
保
険
・

突
然
死
葬
祭
費
用
保
険

●
掛
金　

中
学
生
以
下
の
人
が

年
額

800
円
か
ら
、
高
校
生
以
上

の
人
に
つ
い
て
は
活
動
内
容
に

よ
っ
て
金
額
が
異
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

税
の
相
談
は
お
気
軽
に

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
へ

国
税
に
関
す
る
相
談
は
「
電

話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

●
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
利
用
手
順

熊
本
県
観
光
サ
イ
ト「
な
ご

み
紀
行
」が
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

県
と
、
県
観
光
連
盟
が
運
営

し
て
い
る
熊
本
県
の
総
合
観
光

案
内
サ
イ
ト
「
な
ご
み
紀
行
」

を
知
っ
て
い
ま
す
か
？　

県
内

の
お
勧
め
ス
ポ
ッ
ト
、
イ
ベ
ン

ト
や
宿
泊
予
約
な
ど
、
週
末
の

お
で
か
け
に
役
立
つ
情
報
を
発

信
し
て
い
ま
す
。
こ
の
た
び
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、
ツ
イ
ッ
タ
ー

や
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
で
も
観
光

情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
県
観
光
課

☎
096
・

333
・
２
３
３
５

※
申
込
用
紙
は
社
会
体
育
課
（
☎

62
・
５
１
６
３
）
に
あ
り
ま
す
。

問
ス
ポ
ー
ツ
安
全
協
会
熊
本
県

支
部　

☎
096
・

213
・
９
０
１
５

（
自
動
音
声
案
内
）

❶
最
寄
り
の
税
務
署
に
電
話
し
、

「
１
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

（
税
務
署
に
ご
用
の
場
合
は

「
２
」
を
選
択
）

❷
相
談
し
た
い
内
容
の
番
号
を

選
択
し
ま
す
。
①
年
金
や
給

与
ま
た
は
事
業
な
ど
の
所
得

税　

②
相
続
税
や
贈
与
税
ま

た
は
譲
渡
所
得　

③
法
人
税

や
源
泉
所
得
税
ま
た
は
年
末

調
整　

④
消
費
税
や
印
紙
税

⑤
そ
の
他
の
お
問
い
合
わ
せ

や
ご
不
明
の
場
合

問
玉
名
税
務
署

☎
72
・
２
１
２
５


